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ログイン

ログインID・パスワードを入力し、e-Shienにログインします。
ログインID・パスワードを紛失した場合には学校へ確認してください。

申請方法

ログインに5回以上失敗すると
ロックがかかりますので学校へ解除の
依頼をしてください。

継続意向登録

継続届出の「継続意向登録」ボタンを押下します。

※申請者様や学校側がまだ継続意向登録を行っていない場合や学校側が
「意向ロック解除」をした後に、「継続意向登録」ボタンがオレンジ色になります。

確認事項2点の内容をご確認いただき、すべてにチェックを
入れてください。

※チェック漏れがある場合、「入力内容確認」ボタンが押下できません。
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申請方法

継続意向登録

・「現在認定されており、引き続き高等学校等就学支援金の支給を
受けたいと考えています。」を選択してください。

・

保護者等情報の変更について①を選択し「入力内容確認」ボタン
を押下します。（詳細は次ページ）
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申請方法

継続意向登録

■「①あります。（②以外の理由）」を選択

・保護者等の課税地、収入状況提出方法等の情報を変更する場合
・離婚や再婚等で保護者等の人数に変動（追加・削除）が生じる場合

・例：新規申請では「個人番号カードを使用して自己情報を提出」したが
       継続申請では「個人番号入力」で収入状況を提出する場合

・前回個人番号を入力して認定された方で、
今回保護者等情報や収入状況提出方法等を変更される場合

■「②あります。（家計急変）」を選択する場合

・本校では該当する方がいらっしゃらないため、②は選択しないでください。

■「③ありません。」を選択する場合

保護者等の人数の変動（追加・削除）、課税地、収入状況提出方法等の
いずれも変更がない場合です。

・過去に個人番号を入力していない場合で、電話番号又はメールアドレスのみ
の変更の場合、こちらを選択してください。

・過去に「個人番号入力」で収入状況を提出し、認定が下りている場合
③を選択し、継続意向登録を行う事で継続申請が完了になります。



継続意向登録

登録内容を確認後、問題なければ「本内容で登録する」ボタンを
押下します。
※意向確認を誤った場合には「継続意向登録に戻る」を押下します。
「本内容で登録する」ボタンを押下した後は、自身で修正をする事が

できません。その場合は学校へ、連絡してください。

申請方法

継続意向登録結果の画面になります。

「続けて保護者等情報変更届出を行う」ボタンを押下します。

４
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申請方法

※継続意向登録結果の画面からそのまま保護者等情報変更に
進んだ場合には生徒情報の画面になります。（次ページ）

e-Shienマイページから保護者等情報変更届出へ進む場合

継続意向登録の保護者等の変更について「あります。」で完了
した場合、変更手続の「保護者等情報変更届出」を行う必要があります。

継続意向登録が完了しマイページから保護者等情報変更届出を
始める場合には、下記画像の様に、変更手続の「保護者等情報変更届出」
ボタンがオレンジ色になりますので、押下します。
次ページの生徒情報入力へ進みますので申請を開始してください。
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申請方法

保護者等情報変更届出（生徒情報）

生徒情報の画面になります。
既に情報が入力されている為、内容に間違いがないか確認を行い
「保護者等情報入力」ボタンを押下します。
メールアドレスに変更がある場合、この画面で修正します。
※氏名・ふりがな・住所に誤りがある場合には、申請者様から学校へ
確認してください。

※記入上の注意をよく読んだ上で申請を行ってください。

支援 太郎

しえん たろう
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申請方法

保護者等情報変更届出（保護者等情報変更届出登録）

保護者等情報変更届出登録の画面になります。
保護者等情報の変更について、前回の申請時から保護者等の人数に変
動があるかないか必ず選択します。

離婚や再婚等によって保護者等の人数に変動がある場合
「保護者等の変動（追加・削除）はあります。」①を選択します。
（次ページへ）

保護者等の人数に変動がなく、課税地等の情報が変更の場合
「保護者等の変動（追加・削除）はありません。」②を選択します。
（９ページへ）

●

①

②

●
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申請方法

保護者等情報変更届出（保護者等情報変更届出登録）
■保護者等情報の変更について
①「保護者の変動（追加・削除）はあります。」を選択した場合

保護者等の人数を追加する場合には「＋保護者等の追加」ボタンを
押下します。

前回の申請時に登録した情報を変更する場合には、
「この保護者等について、電話番号や課税地の情報を変更します。」を
選択してください。
入力していた保護者等を削除したい場合には、
「この保護者等を削除します。」を選択してください。

※どちらか選択しなくても進めることができます。
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申請方法

保護者等情報変更届出（保護者等情報変更届出登録）
■保護者等情報の変更について
②「保護者の変動（追加・削除）はありません。」を選択した場合

「この保護者等について、電話番号や課税地の情報を変更します。」
を選択することで、前回の申請時に登録した情報を変更することがで
きます。選択しない状態では入力欄がグレーアウトしており、
何も入力・変更ができない状態になります。

審査完了時にメールでの連絡を希望する場合、メールアドレスを入力します。
メールアドレスを登録しない場合でも学校から通知文が郵送or配布されます。
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申請方法

保護者等情報変更届出（保護者等情報変更届出登録）
■保護者等情報の変更について
「保護者の変動（追加・削除）はありません。」を選択した場合①

以前登録した情報が表示されているので、変更する情報を入力します。

「保護者等の変動（追加・削除）はありません。」の場合
収入状況の確認が必要な方の項目はグレーアウトしており、
変更が不可です。保護者等の人数に変更がある場合は「保護者等の
変動（追加・削除）はあります。」を選択します。

審査完了時にメールでの連絡を希望する場合、メールアドレスを入力します。
メールアドレスを登録しない場合でも神奈川県から通知文が郵送されます。
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申請方法

保護者等情報変更届出（登録確認）
確認事項を確認の上、全てチェックをいれます。

「本内容で申請する」ボタンを押下します。
入力内容に誤りがあった場合には「保護者等情報変更届出（保護者等情報）に
戻る」ボタンを押下します。

これで終わりでは、ありません。
次ページで臨時支援金意向登録ボタンが出てきますので、必ず続けて臨時支援金の申請を
行ってください。

「臨時支援金意向登録」ボタンをクリックして、
お進みください。（続きは臨時支援金マニュアルへ）

本画面を閉じてしまうと「臨時支援金申請」の登録
はできません︕
誤って閉じてしまった場合は、学校へお問い合わせし
てください。�




